
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨貨物物船船、タタンンカカーー、漁漁船船、、遊遊漁漁船船などのほか、ププレレジジャャーーボボーートトや

水水上上オオーートトババイイ、、操縦免許が必要ないミミニニボボーートトなども調査の対象

となります。 

事故調査の対象になるのはどんな船？ 

調査の対象になる事故は？ 

●●  衝衝突突、、乗乗揚揚、、沈沈没没、、浸浸水水、、転転覆覆、、火火災災、、爆爆発発、、施施設設損損傷傷ななどど  
（船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷） 

●●  人人のの死死亡亡、、死死傷傷、、行行方方不不明明、、負負傷傷  
（船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷） 

●●  機機関関故故障障、、燃燃料料ままたたはは清清水水のの不不足足、、船船体体傾傾斜斜、、座座洲洲ななどどにによよりり
運運航航不不能能ととななっったた場場合合やや船船のの安安全全やや運運航航がが阻阻害害さされれたた場場合合  
（船舶事故の兆候（インシデント）） 

 
（運輸安全委員会設置法第２条及び運輸安全委員会設置法施行規則第５条） 

事故調査ってどんなことするの？ 

船舶の事故は、運輸安全委員会による調査が行われます！ 
～～ママリリンンレレジジャャーーをを楽楽ししままれれるる皆皆様様へへ～～ 

運運輸輸安安全全委委員員会会は、船舶の事故の原因や、事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

再発防止策を提言する国国のの機機関関です。 

運輸安全委員会による調査は、これらの再発防止及び被害の軽減に繋がる点がないか

を調べるために行われます。 

運輸安全委員会設置法に基づき、船舶の事故が発生した場合、操操船船者者や

同同乗乗者者、船船舶舶所所有有者者などからおお話話をを聞聞いいたたりり、船船体体をを調調べべたたりり、帳帳簿簿なな

どどのの確確認認やや収収集集を行います。（運輸安全委員会設置法第 18 条） 

 

責任や過失を問うためではなく、事故の原因究明や 

再発防止の提言を行うための調査です。  

海海上上保保安安庁庁や警警察察、、海海難難審審判判所所とは法の目的が違うため、

別々に調査する必要があります。 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●運運輸輸安安全全委委員員会会の安安全全啓啓発発情情報報について● 

運輸安全委員会では、、事故調査を通じて得られた情報を集計・分析し、ホームページ上に様々な安全

啓発情報を掲載しています。 

 

●●ウェブコンテンツ「ププレレジジャャーーボボーートトのの安安全全運運航航ののたためめにに」 

https://www.mlit.go.jp/jtsb/guide/pleasure.html 

プレジャーボートの事故防止情報等をまとめたページです。 

発航前の点検や、航行中におけるレーダーや AIS 情報の活用 

など安全運航のための情報などを事故事例とともに紹介して 

います。 

 

  

  

  

●●「運運輸輸安安全全委委員員会会ダダイイジジェェスストト」 

https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_shiplist.html 

事故事例や各種統計に基づく分析などを取りまとめて、 

事故の再発防止・安全啓発資料としてご紹介しています。 

 

 

 

 

●「小小型型船船舶舶機機関関故故障障検検索索シシスステテムム」 

https://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/s_etss/ 

エンジンの事故事例を、燃料種類や 

故障部位から検索できます。 

 

 

運輸安全委員会は、航空事故・鉄道事故の調査も行っています。 

また、東京に所在する事務局のほか、８か所の地方事務所が設置 

され、日本全国で調査を行っています。 

詳しくは、運輸安全委員会ホームページをご覧下さい。 

https://www.mlit.go.jp/jtsb/index.html 

 
【お問い合わせ先】 

運運輸輸安安全全委委員員会会事事務務局局  
〒１６０－０００４ 
東京都新宿区四谷１－６－１ 
０３－５３６７－５０２５ 

X（旧 Twitter）公式アカウント 

JTSB_unyuanzen 


